
 

新しい生活様式「かぬまの事業所応援事業」実施要領 

目的 

接客を伴う鹿沼市内（以下市内）の事業所が、「飛沫感染」による新型コロナ

ウイルス感染拡大防止を図るために、市内事業者が製造・加工・施工した飛沫

感染防止衝立や足踏み式除菌スプレースタンドなどの備品等を導入するために

必要な経費の一部を支援することで、市内事業所の新型コロナウイルス感染防

止対策品の販売促進による地域産業振興と新型コロナウイルス感染症拡大防止

を図る。 

 

助成対象者 

鹿沼市内に事業所を有している事業者で、以下のすべてを満たす者とする。 

(1) 顧客と対面型の営業を行う事業者 

(2) 関係法令に違反していない事業者 

 (3) 本申請と同一の内容で、国、県、市、その他団体（以下、「国等」という。）

が助成する他の制度（補助金等）の利用がないこと。 

 

助成対象経費 

 鹿沼市内事業者が製造・加工・施工した新型コロナウイルス感染防止対策品

（飛沫感染防止衝立や足踏み式除菌スプレースタンドなどの備品）等の導入に

係る費用 

 

助成対象額 

 助成金の交付額は上に掲げる費用とする。ただし１事業所当たり飛沫感染防

止衝立については上限５万円、足踏み式除菌スプレースタンド等の備品につい

ては上限３万円とし、交付申請は１事業所当たりそれぞれ１回限りとする。 

 

事業対象期間 

令和２年８月１日から令和３年２月２６日まで 

但し、足踏み式除菌スプレースタンドなどの備品等については、令和２年１１

月１日から令和３年２月２６日まで。 

 

申請受付期間 

令和２年８月１日から令和３年３月１５日まで（消印有効） 

但し、足踏み式除菌スプレースタンドなどの備品等については、令和２年１１

月１日から令和３年３月１５日まで（消印有効）。 

 

申請受付 

助成金の交付を受けようとする者は、以下の書類を粟野商工会に提出しなけ

ればならない。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送

にて提出することとする。 

(1) 助成金交付申請書兼請求書及び誓約書（様式第 1号） 

(2) 領収書又は振込依頼書の写し 



 

(3) 本事業により導入した物や取り組み内容がわかる写真 

(4) 振込先口座を確認できるもの（通帳等）の写し 

(5) その他粟野商工会長が必要と認める書類 

 

交付取消 

 会長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明した

と認めるときは、交付の全部又は一部を取消すことができるものとする。 

 

助成金の返還 

 助成金の交付を受けた者は、取消しをされたときは、取消しにより減額され

た助成金に相当する額を会長に返還しなければならない。 

 

補則 

 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

付則（令和２年７月２９日） 

この実施要領は令和２年７月２９日から実施する。 

 

付則（令和２年１０月２１日） 

この実施要領の一部改正は令和２年１０月２１日から実施する。 

 

付則（令和２年１２月２２日） 

この実施要領の一部改正は令和２年１２月２２日から実施する。 

 

付則（令和３年１月２１日） 

この実施要領の一部改正は令和３年１月２０日から実施する。 

 


